
　業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に
対し、遺族補償給付（業務災害の場合）、複数事業労
働者遺族給付（複数業務要因災害の場合）または遺族
給付（通勤災害の場合）が支給されます。
　また、葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料（業
務災害の場合）、複数事業労働者葬祭給付（複数業務
要因災害の場合）または葬祭給付（通勤災害の場合）
が支給されます。
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　なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相
当する額を合算した額となります。

　なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に相
当する額を合算した額を     で割った額となります。
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･複数事業労働者遺族年金

･複数事業労働者遺族年金
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